
資料３ 

さっぽろの動物園ステップアップ制度の運用状況 

 

１ 制度の情報提供 

  令和 5 年 3 月 14 日 実施要綱策定、これまで問い合わせのあった施設へ情報提供 

  令和 5 年 3 月 29 日 報道機関への情報提供（内容：4 月 1 日～当該制度運用開始） 

  令和 5 年 3 月 30 日 北海道新聞朝刊に制度内容掲載 

  令和５年４月１日 円山動物園公式 HPに制度内容を掲載（同時に普及啓発媒体公開）。 

 

２ 申請の相談状況 

  ３件 

   

３ 認定動物園への支援に係る予算措置 

  令和 5年第 2回定例市議会に2,000千円の補正予算案を提出し、7月 11日の本会議

で議決。 

 

 【内訳】 

  ①認定動物園を対象とした研修会開催費（講師招聘費）年 2 回 計 1,000 千円 

（飼育繁殖技術や保全の重要性を伝える展示・教育プログラム） 

②認定動物園の保全活動費への助成 1,000 千円 

（申請を受け審査のうえ交付） 

※参考：認定動物園 上限 50 万円/事業、優良認定動物園 上限 100 万円/事業 

 

４ 今年度の制度運用見込み 

  現時点では認定等の申請はない。相談のあった施設 3 件は、令和 5 年中の申請を想

定する。認定又は登録された施設に対しては、取組に資する情報提供・助言、保全活

動連携協議会の開催を予定。 

保全活動連携協議会は、認定動物園と札幌市（円山動物園、生物多様性担当部署等）

で構成した会議体で、今後取り組む野生動物の保全活動等について情報交換、新たな

計画作りを協議する予定。また、令和 6 年度以降は認定動物園の活動報告会（市民公

開も検討）も同協議会の一環として開催。 

 

＜スケジュール想定＞  

令和 5 年 8 月頃  各施設からの申請 

令和 5 年 9 月頃  審査・決定 

令和 5 年 10 月頃 助成金交付申請受付 

令和 5 年 11 月頃 助成金交付決定・概算交付 

令和 5 年 12 月頃 保全活動連携協議会 

令和 6 年 4 月初 助成金交付事業報告、交付金精算 

令和 6 年 5 月頃 保全活動連携協議会 

 （令和 5 年度の活動報告会、今後の保全活動の協議等） 

※認定動物園が決定した場合の予定。準認定施設のみの場合は、助成金交付や保全活動連

携協議会の開催の予定はないが、協議会の準備会議を開催することを検討中。 


